
【BCS賞】よくあるご質問

1 日建連の会員企業でなくても応募可能でしょうか。 応募可能です。

2 １社で複数作品の応募は可能でしょうか。 応募可能です。

3 一度応募し、落選した作品を再度応募することは可能でしょう

か。

応募可能です。

4 なぜ、供用開始後１年以上経過しないと応募できないのでしょ

うか。

作品の運用・維持管理状況も含めての評価となるため、供用開

始後１年以上としております。

5 博物館と美術館からなる建物を応募したいです。博物館は供用

開始後1年以上経過していますが、美術館は供用開始後1年未満

です。この段階で応募可能でしょうか。

博物館と美術館の両方が供用開始後1年以上経過していなけれ

ば、応募いただけません。

6 複数建物を一括で建築確認申請しました。このうち、一部の建

物のみ引渡しが済み、供用開始から1年経過しました。この一

部の建物のみを作品として応募できますか。

可能です。ただし、複数建物のうちどの部分が応募作品なのか

を応募書類上で明示いただくようお願いします。

7 応募様式の枠に収まらない場合はどうしたらよいでしょうか。 文字の大きさやセル幅を変更していただいて構いませんが、様

式１および様式２については１枚に収めるよう作成してくださ

い。

8 「応募作品の名称」について、命名権が３年間となっており、

今後名称が変更になる可能性があるのですが問題ないでしょう

か。

表彰式まで変更がないようであれば、当会としては問題ありま

せん。ただし、表彰記念品（表彰パネルおよび賞牌）は、受賞

当時の名称で作成しますのでご承知おきください。

9 「建物用途」について、Ａ１（事務所ビル）とＦ（商業施設）

で構成される作品の場合(割合は5：5)、記号を２つ記入すれば

よいのか、あるいは、Ｊ（複合施設）とすればよいのかどちら

でしょうか。

用途はいずれか１つを選択してください。ご質問の内容であれ

ば、Ｊ（複合施設）となります。

10 「表彰対象者」について、主たる設計者であるX社と共同で設

計・監理を担ったY社は、建築主と直接の契約関係にはないの

ですが、Y社も表彰対象者として応募することは可能でしょう

か。

建築主と契約関係にない会社を表彰対象者に加えて応募する場

合には、「建築主との契約の有無」欄に×と記入のうえ、別紙

にて当該会社の果たした役割、関与、貢献を具体的に記載して

ください。表彰対象者としての適格性については、選考委員が

判断いたします。

11 建築主が特定目的会社です。竣工後、別の会社に即時に売却さ

れた建物で、実質的には売却先の会社が建築主の役割を果たし

ていますが、このような場合、売却先の会社が表彰対象者とな

るのでしょうか。

設計者・施工者との契約当事者である特定目的会社が建築主と

なりますが、売却先の会社も表彰対象者に加えたい場合には、

別紙にて当該会社の役割、関与、貢献を具体的に記載してくだ

さい。表彰対象者としての適格性については、選考委員が判断

いたします。

12 複数のタワーで構成されている作品なのですが、様式１と様式

２をタワーごとに分けて記載することは可能でしょうか。

可能です。各様式の冒頭にタワー名を明記してください。

13 様式１の「実務担当者」について、建設当時の実務担当者が既

に退職しているのですが、当時の担当者名を記載すればよいの

でしょうか。

現在の担当者をご記入ください。

14 様式２の安全成績について、「強度率」と「度数率」はどのよ

うに算出したらよいのでしょうか。

施工会社へご確認ください。厚生労働省HPの「職場のあんぜん

サイト」というページにも記載がございます。

応募要件について

1) 応募申込書・応募作品説明書について



15 様式２の「工事金額」は記載しなくてもよいでしょうか。記載

する場合、小数点以下まで記載するのでしょうか。

工事金額は必ず記載いただいております。小数点以下の記載は

任意です。

16 なぜ工事金額を記入しなければならないのでしょうか。 適正な価格により正常な施工が行われたかどうかも評価の指標

の一つとなりますので、ご記入いただいております。

17 様式１の「環境性能」のうち、算出していない項目は空欄でよ

いでしょうか。様式２の「安全表彰」も特段該当しないのです

が空欄でよいでしょうか。

応募申込書および応募作品説明書は、全ての項目にご記入くだ

さい。該当しない項目には「該当なし」「ー」等を記載してく

ださい。空欄のまま提出されますと記入漏れと見なされ、書類

の修正・再提出をお願いすることになります。

18 図面に引き出し線や図を入れてもよいでしょうか。 最低限の解説図や説明図等であれば許容していますが、写真の

挿入は不可としています。

19 セキュリティの観点から、図面の一部を割愛したいと建築主か

ら要望されているのですが、問題ないでしょうか。

割愛するもの・しなくてはならないものは、応募者様側にてご

判断いただいて構いません。

20 技術的補足資料は、構造2枚・環境1枚・施工1枚・都市計画0枚

としてもよいのでしょうか。

１分野１枚でまとめて下さい。

21 作品の特徴は応募作品説明書で説明済みのため、技術的補足資

料は添付しなくてもよいでしょうか。添付するとしても、応募

作品説明書と同じ内容になるかと思います。

応募作品説明書は文章のみでご説明いただくものですが、技術

的補足資料では写真や図、グラフ等を使用することができま

す。同一の事項の説明であっても、写真等を用いていただくこ

とで作品の特徴がより伝わりやすくなるかと思われますので、

ぜひご活用ください。

22 技術的補足資料について、「環境」の項目には壁面緑化も含め

てよいのでしょうか。再生可能エネルギーの利用についてのみ

ではなく、ビオトープや植栽も含めてよいのでしょうか。

壁面緑化やビオトープ等も含め、実施した事項でアピールポイ

ントと思われることであればご記入ください。

23 写真は複数の写真を組み合わせて1枚としてもよいでしょうか。 複数の写真を組み合わせて1枚とすることはご遠慮ください。

24 写真のPDFデータはA4判縦に1枚ずつ貼付とのことですが、横

長の写真は右図のように横向きに貼付してよいでしょうか。左

図の貼り方ですと、写真が小さくなってしまい見づらいのでは

ないかと思いました。

左図の貼り方でお願いします。

25 提出予定の写真について、建築主の承諾がまだ取れていないの

ですが、応募締切が迫っているので応募してよいでしょうか。

ご応募作品が受賞した場合、提出いただいた写真は報道関係者

への配布資料や当会ホームページ等に使用いたしますので、必

ず応募前に全ての関係者の同意を得ていただき、著作権や肖像

権を侵害することのないよう十分ご注意願います。

26 映写用スライドは、１ページに複数の写真を入れてもよいので

しょうか。また、図面や表を入れてもよいのでしょうか。

建物の特徴がよく表現されている画像であれば、１ページに複

数の写真や図、表等を用いていただいて問題ありません。

2) 図面、3)技術的補足資料、4) 写真、5) 映写用スライドについて



27 2019年から「日建連表彰 BCS賞」となったと書かれていました

が、以前の「BCS賞」と違うのでしょうか。

当会は、2019年に「BCS賞」と「土木賞」で構成される新たな

「日建連表彰」を創設しました。これに伴い、募集要項も全面

的に改定されました。ご応募にあたっては、最新の募集要項、

および、当会ホームページや応募申込書に記載の注意書きをよ

くお読みいただいたうえで書類を作成いただくようお願いいた

します。

28 応募書類に不備がないかどうか、応募前に一度内容を確認して

もらえないでしょうか。

事前確認は承っておりません。ご応募いただいた書類に不備等

があった場合には、事務局よりメールまたはお電話にてご連絡

差し上げます。

29 締切日時を多少時間を過ぎても応募を受け付けてもらえます

か。

締切日時を過ぎての応募受付はできません。また、例年、締切

日にお問い合わせやご応募が集中するため、応募者様と事務局

間の確認や連絡に支障が生じることがあります。できる限りお

早めにご提出ください。

30 落選した場合、落選理由を教えてもらえますか。 落選の理由や落選作品の評価等は公表しておりません。

31 一次選考を通過し、現地調査の日程調整の案内が届きました。

作品の関係者全員の都合がつく日が４日ほどしかないのです

が、そのいずれかで調査してもらえますか。

応募者様から提出いただく調査対応可能日が少ないと、選考委

員側との日程調整が困難になります。できる限り多くの調査可

能日（10日以上）を確保していただきますようお願いいたしま

す（ご都合のつかない関係者に代わって代理の方に立ち会いい

ただく等ご調整ください）。

32 現地調査に対応できる日が極めて限られており、日程調整の目

途が立たないため、選考の辞退を考えています。一次選考通過

後に辞退した場合、翌年は「一次選考通過済み」として、現地

調査から審査を受けられますか。

選考を辞退され翌年以降に再度応募された場合、一次選考から

の審査となります。「一次選考通過済み」という扱いにはなり

ません。

33 現地調査時、応募者側は何をすればよいのでしょうか。用意し

ておくものはありますか。

現地調査の進行や用意するものは応募者様側にお任せしていま

すので、所定の時間内で選考委員に作品をアピールしていただ

ければと思います。ただし、事前に選考委員側より、必要な資

料等について指定があった場合にはご用意をお願いいたしま

す。

34 応募側の出席者の人数は「10人以内を目安」とのことですが、

12人になっても大丈夫でしょうか。

10人を多少超えても問題ございませんが、人数過多を避けてい

ただき、作品を熟知された方のみご出席いただくようお願いい

たします。

35 駐車場の用意は必要でしょうか。 駐車場が必要な場合には、個別にご相談させていただきます。

36 お忙しいなか遠方までお越しいただいた選考委員の方々に、御

礼の品をお送りしたいです。

審査の厳正を期するため、接待や御礼の品等はお断りしており

ます。

37 設計者や施工者が共同企業体（JV)の場合、賞牌は各社１枚ずつ

いただけるのでしょうか。

共同企業体の代表会社へ賞牌１枚を贈呈いたしますが、お申し

出いただいた場合には、代表以外の会社分について有償にて作

成を承ります。

38 建築主が賞牌を希望した場合には有償で注文可能でしょうか。 建築主への記念品は表彰パネルとなります。賞牌はご注文いた

だけません。

その他

現地調査について

表彰記念品について


